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主体的，自律的な環境に対する取り組みである「スチュワードシップ」の展開プロセスに関して，都市

の水辺再生の３事例を分析し，以下の５段階のフェイズがあることを明らかにした．地域環境に関心を持

つ主体が活動を展開する主体醸成段階，橋渡し役の参画によりビジョン創出と事業創出を行う段階，応答

的な計画検討段階，地域主体が再編され運営主体として確立される段階，地域主体が一定の空間内で共同

管理する分権的関与段階である．また，都市の水系基盤における，地域環境スチュワードシップの水シス

テム，空間への組み込みの実態を構造化し，スケールを超えたスチュワードシップの拡張を示した． 
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1. はじめに 
 
(1)  都市の水辺再生における地域環境スチュワードシ

ップと関与型水系基盤 

⽇本の都市では，河川や⽔路など，⽔循環のネットワ
ークを⽀え，⼈や⽣き物に利⽤されるインフラストラク
チャーである⽔系基盤が張り巡らされ，⽔辺とまち，⼈
びとの⽣活が⼀体となった景観が歴史的に形成されてき
た．⼀⽅で，⾼度経済成⻑以降，宅地化などの⼟地利⽤
の都市化や産業構造の変化が急速に進み，⽔系基盤とそ
の⽔辺空間は⼤きく変容した．都市の河川や⽔路は深く
掘り下げや暗渠化により，背後のまちから切り離され，
⼈びとにとって⽔の存在や状態を認知しにくい不可視の
存在となった．⽔系基盤は都市において急増する都市型
⽔害に対応するため，速やかな排⽔を⽬的とする単機能
的な経路となり，親⽔性や，⽣息環境の機能は急速に低
下し，都市において，⽔辺と⼈びとや⽣き物のつながり
は失われるようになった．そのつながりを取り戻す試み
が，昨今，様々な都市で始まっており，いくつかの成功
事例も出現している．その際，管理者によって維持管理
されている⽔系基盤において，いかに地域の⼈びとの主
体的な関わりや協働を促進し，信頼，規範，社会関係な
どのソーシャル・キャピタル(social capital）1)を含む地域
資源を活⽤した共同空間としての「都市のコモンズ」2)

としての⽔辺空間が実現できるかが，重要な論点である

と考えられる．なぜなら，河川環境の法的な位置づけや
多⾃然川づくりも推進されているもの，多くの都市河川
は背後地の空間に余裕がなく，治⽔を優先した管理が求
められる管理者単体では，⽔辺と⼈びとのつながりを取
り戻す動きは発動しにくく，あくまでも⽔辺との関係を
結び直すのは地域の市⺠，住⺠が主体と考えられるから
である．管理者が標準的に維持管理する⽔系基盤に，い
かに地域の主体の関与を組み込むことができるのかとい
うことが，本研究の背景にある関⼼である． 
本研究では，地域の住⺠の主体性を考える際に参考と
なる概念として「スチュワードシップ」(Stewardship)を
挙げる．スチュワードシップとは，環境や⼟地に対して
責任を持った保全や管理を主体的に⾏う取り組みのこと
で，「⼟地所有者や資源利⽤者が，⼟地とその⾃然，⽂
化遺産を管理・保護する責任を⽣み出し，育み，可能に
するための努⼒」3)などと論じられる．近年，ローカル
スケールからグローバルスケールまで資源の持続可能性，
⼈間社会の福祉(well being)を脅かす環境悪化の抑制を達
成するための責任ある⾏為，⽬標，原則，政策を表す⾔
葉として広がっている4)．1990年代後半には，公園，河
川，河⼝，海岸，原⽣域で保全活動を⾏うスチュワード
シップ組織が北⽶を始めとする殆どの英語圏の地域，国
レベルで存在していることが報告されている5)．都市に
おいても水辺や湿地，公園や庭園、コミュニティガーデ

ン，街路樹などにおいて様々なスチュワードシップ活動

第 66 回土木計画学研究発表会・講演集



 

 2 

が行われていることが報告されている6)．環境へのスチ

ュワードシップは，コミュニティの回復力の源としても

機能し4)，環境スチュワードシップはコミュニティへ寄

与するものとしても捉えられる．さらに，スチュワード

シップは強制ではなく自発性に基づく参加7)であること

が特徴である．スチュワードシップ概念に関する詳細な

レビュー研究は稿を改めるが，地域スケールでのスチュ

ワードシップの重要性が指摘8)されており，本研究での

スチュワードシップの定義として，以下に「地域環境ス

チュワードシップ」(local environment stewardship)の定義を
示す．「地域において，様々な動機と能力を持つ地域主

体（個人，グループ，ネットワーク）が，主体的な実践

と協働を通して，人びとと地域の環境との結びつきを取

り戻し，環境の配慮，保全，再生，維持管理を行う取り

組み」． 
水系基盤において，為政者としての管理者が特定の目

標に沿って計画を策定し，標準的な技術によって空間を

実現し，単機能的な計画目標を優先した管理がなされる

ものを，本研究では管理者が主体として維持管理される

水系基盤として「管理者型水系基盤」と呼ぶ．管理者型

水系基盤は主に治水などの単一的な目標を実現するため

に，標準規格による設計が行われ，地域特性の考慮より

は，より大きな流域スケール全体での機能最適化が優先

される．管理者としての計画主体と，地域主体の関心が

分離し，現前した水系基盤は地域特性と乖離してしまう

ことがある．管理においては，当初定めた計画目標を順

守する定常的管理が管理者により実施され，地域主体の

参加は清掃など限定的なものとなる． 
一方で，管理者型水系基盤により構成される水系基盤

ネットワークのうち，地域主体の活動範囲と重なる地域

や小流域のスケールにおいて，地域主体が，地域環境ス

チュワードシップの発現を通して働きかけ，地域の社会，

文化，生態系に適応させた水系基盤を本研究では「関与

型水系基盤」と呼ぶ．関与型水系基盤では，地域主体の

協働を通して，地域のインタレストを踏まえ，地域環境

への学びを伴った計画策定がボトムアップ的に行われる．

市民普請も含め，地域主体が関与可能な中小規模の技術

を通して，地域の場所性に依拠した，親水性，生物多様

性が高い空間の実現が目指される．管理においては，地

域主体が行政との役割分担を明確化し，一定の権限の中

で，環境の変化に対して順応する自律的な管理が行われ

る．管理者型水系基盤と関与型水系基盤は対立的な関係

ではなく，補完的な関係として捉えることが適切であり，

後者は前者からの特定の条件下での発展形態と考えるこ

とができる． 
 
(2)  研究の目的と方法 
本研究の⽬的は都市の⽔辺再⽣において，地域環境ス
チュワードシップの発現実態を把握し，管理者型⽔系基
盤から関与型⽔系基盤へ⾄るプロセスを明らかにし，そ
の計画マネジメント⼿法について知⾒を得ることにある． 
本研究は実践事例研究を踏まえた⽐較分析を⼿法とし，

筆者⾃⾝が⾃ら実践的な⽴場で⽔辺再⽣のプロセスに関
わった 3事例を対象とする．各事例は，A.善福寺公園内
⽔路再⽣，B.⼆級河川帷⼦川河道内⾃然再⽣，C.⽩根地
域⼩流域グリーンインフラ計画である．研究対象として
⽔路，河川，⼩流域という⽔系基盤のタイプが異なる３
事例を抽出し，プロセスと空間構造を⽐較検討すること
により⼀般的な知⾒獲得を⽬指す．各事例における筆者
の⽴ち位置は，A.は，地域で河川再⽣を⽬的に設⽴され
た市⺠組織「善福寺川を⾥川にカエル会（以後善福蛙）」
の共同事務局長(2014 年 9 月から 2018 年 6 月まで)とし

て，B.は，横浜市主催「はまっこアユ遡上プロジェクト

ワーキング」におけるファシリテーターとして，C.では，

地域住民とのグリーンインフラ検討会のファシリテータ

ーおよびコンサルティング会社，大学等から構成される

帷子川グリーンインフラ研究会のリーダーとして関わっ

た．3事例の比較一覧を表-１に示す． 

本研究では，筆者が既に発表，公開済みの各事例の論

文に基づき，３事例を通して比較分析を行う．各事例の

詳細については，A.は土木学会景観デザインでの発表論

文 9)，B.は土木学会論文集D1の公開済み論文 10)，C.は土

木学会論文集D3に公開済み論文 11)を参照されたい． 

 

 
表-1  研究対象３事例の⽐較⼀覧 
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図-1  都市の⽔辺再⽣ 3事例における地域環境スチュワードシップの発現プロセスの⽐較 
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2. 都市の水辺再生における地域環境スチュワー

ドシップのプロセス 

 

３事例の水辺再生における地域環境スチュワードシッ

プのプロセスを比較，分析し，整理した上で一覧として

図--1 に示す．３事例における共通のプロセスとして，

a.川しらべ・川清掃／主体醸成，b.ビジョン創出，c.計画
検討，d.運営主体確立，e.管理運営／分権的関与の５つ

のフェイズに分節できることが明らかになった．以下に

各フェイズごとに，水辺再生に係る地域環境スチュワー

ドシップの実態を分析しながら，プロセスの全体像の一

般化に向けて記述を行う． 
 

(1)  川しらべ，川清掃から始まるボトムアップなプロ

セス 

都市における地域環境スチュワードシップは，ボトム

アップに進むケースが多いことが既往研究で示されてい

た．本研究の３事例においても，地域主体による，身近

な水辺環境の川しらべ，川清掃などの自主的な共同作業

として地域環境スチュワードシップが開始され，長期的

な取り組みとして定着していたことがわかった． 
 川しらべ，川清掃は，各事例において 10 年前後の年

数を継続した取り組みとなっており，地域主体の一貫し

た動機を表現したプログラムと捉えることができる．プ

ログラムの構成は，地域主体の関心，動機によって異な

っており，事例ごとに差異が存在する．善福寺では，清

掃より川しらべに重点が置かれ，魚類，底生生物などの

出現生物種調査，COD，水温，水深，流速という一定

のレベルで体系的な調査が基本となっていた．帷子川で

は，月 2，3回程度の高頻度での河床ゴミの除去が基本

であり，アユ遡上の確認が後に加わった．白根では，清

掃とホタルという特定種の再生に特化したカワニナなど

の生物確認が行われていた． 
 地域主体間の協働に関しては，初期は限定的なイベン

ト時に主体間で協働が行われ，徐々に協働する主体が増

え，ある段階から互恵的，継続的な協働パートナーシッ

プに発展することが特に善福寺事例に顕著に見られた．

スモールスタートから都市の地域環境スチュワードシッ

プが始まることは３章の既往研究でも報告されており，

本事例でも，単体主体のスモールスタートの取り組みか

ら多主体協働の地域環境スチュワードシップ形成へ至っ

たことが確認された． 
 川しらべ，川清掃の継続的な共同作業は地域の参加者

に対して，地域の自然資源に関する相互了解と，社会的

関係の形成をもたらしていた．つまり，水辺の現場の状

況を自分の目で確認して共同了解することと，共同作業

を通した相互の関係性の形成や信頼，すなわち社会関係

資本の醸成である．それまで，水辺に対して無関心，無

知な段階であった住民が，水辺の現状を自らの体験を通

して理解，共有できたことは，その後のビジョン形成の

プロセスに進む上で，前提条件となるポイントであった．

地域において，水辺に関するテーマ型アソシエーション

が時間をかけて形成される「主体醸成」の段階といえる．

一方で，この段階で，長期的な取り組みにも関わらず水

辺のビジョンが形成される契機が存在しなかったのは，

川への関わり方に対する科学的手法などの限界や，また

高齢化などによるメンバー数の減少などの，河川に関わ

る市民団体の一般的な課題が本事例でも出現していたと

見られる．帷子川では，「川のゴミはきりがない．本当

は川掃除でなく，川づくりをやりたい」という水辺愛護

会の嘆きや，善福寺での「河川そのものをどう変えてい

けるのか，川しらべだけでは限界があり，次を模索して

いた」という市民団体の声が存在した．よって，川しら

べ，川清掃は，地域主体へもたらす寄与は大きいもの，

水系基盤の観点からは限定的な関与であり，管理者ルー

ルが支配する管理者型水系基盤の管理のあり方に本質的

な影響を及ぼすものではない段階と分節することができ

る． 
 
(2)  多主体によるビジョン創出と事業創出 

水辺に関心を持つ多様な主体が集合し，どのような水

辺がいい水辺か，どのような水辺にしたいか，あるべき

水辺のあり方を語り合い，現実の水辺に対して，地域主

体の水辺のビジョンを投影（projection）し，共有する段

階である．本研究では，地域ビジョンを「地域環境のあ

るべき未来像に対する地域主体間の支持，合意」と表現

する．3 事例では，善福寺で井荻小学校の生徒たちが描

き区長へプレゼンテーションした夢水路の絵，善福蛙と

のセッションで造られた模型，白根渓谷グリーンインフ

ラビジョンでの断面図，帷子川でのはまっこアユ川―人

ループ図，市民河道整備メニュー図など，ビジュアル表

現物を多用しながらビジョン自体の表現，深化，共有が

行われている．  
 前段階の限定的関与フェイズからビジョン創出に移行

した契機としては，善福蛙や研究者グループなどの外部

の「橋渡し役としての専門家(professional as bridging media-
tor)」（以降，橋渡し的専門家）が参画したことを挙げ
ることができる．橋渡し的専門家は，科学的な専門知識

を持ちつつ，地域主体と共に地域環境に対する課題に向

き合い，解決策を探る主体であり，単なる知識伝達者と

しての専門家でなく，伴走支援を行い，行政や管理者な

どのガバナンスシステムと地域主体を媒介するオーガナ

イザーを志向する存在である．橋渡し的専門家は，地域

の水辺に関わるステークホルダーを特定し，それぞれの

インタレストを把握しながら，地域主体間を媒介し，適

切なタイミングでビジョンを描くセッションの場を設定
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していた．地域でビジョンを検討するためには，多様な

地域主体が参加し，自由に話し合うことができる場が必

要であり，善福寺では小学校の授業や，小学校の図書室

を借りた善福蛙の活動日，白根では地域の公民館で，水

辺に関心がある地域の自治会メンバーを招いてビジョン

セッションを開催している．これらの事例でのビジョン

セッションは，インフォーマルな場で繰り返し行われる

ことで，多用な主体のアイディアを取り入れ，地域主体

らに賛同，支持されるビジョンへと深化していった．ビ

ジョンを創出するにあたり有益な手法として，前述の川

しらべと，フィールドワーク（現地踏査），比較事例を

含んだ科学的なレクチャーが挙げられる．川しらべとフ

ィールドワークは，議論を抽象化させずに，現場の実情

を踏まえた具体的な議論をすすめる上で有益であり，現

場の水辺と比較対照できる他所事例を含めた科学的な水

辺に関するレクチャーは，合流式下水道と河川の関係な

ど水系基盤のメカニズムと課題を理解した上で，それら

を解決するビジョンを描く上で有効であった． 
 善福寺，白根でのビジョンの創出は，その具現化とし

て事業機会の創出へ向けた動きへと展開した．その際，

直接的な水系基盤管理者とのチャンネルだけでなく，

様々なスケールで機能するガバナンスシステムへの働き

かけを橋渡し的専門家が地域主体らと連携しながら行っ

たことは，事業創出へ向けた意思決定の上で重要であっ

た．事業化には計画検討の事業化，整備内容の事業化と

いった事業レベルのバリエーションが存在した．帷子川

に関しては市民が川づくりの計画検討を行うワーキング

の事業化が行政によって初期の段階で決定しており，橋

渡し的専門家が参画したのは，事業化の後であった．こ

の社会的・生態的背景には，「生物多様性横浜行動計

画」，「未来のまちづくり戦略・中期四カ年計画2014〜
2017年」と連動し，既にアユのための魚道整備を行って

いた横浜市が「アユが遡上する街，ヨコハマ」の全市展

開を図るパイロットモデル事業としてワーキングを位置

づけたことが存在する．行政は，水辺愛護会以外の幅広

い市民との対話の場を設けて事業を展開することを意図

し，多主体での水辺ビジョン創出はワーキングの場で行

われた． 
 以上に記したように，ビジョン創出は，水辺に関心が

ある多様な地域主体が橋渡し的専門家と協働しながら行

われるプロセスであり，そのアウトプットは，科学的な

根拠をベースとしながら，地域主体の水辺空間に関する

多様な価値観，インタレストを十全に踏まえた，あるべ

き地域環境の創造的な可視化といえる． 
 
(3)  計画検討と合意形成プロセスの応答性 

 計画とは，創出されたビジョンを物理，財源，技術，

社会などの現実的な制約条件の中で，動員可能な資源に

応じて，具現化するための実行計画を意味する．計画で

はビジョンを実行可能な計画目標として定着させ，空間

像を定義し，それを成立させるための工学的な検証が行

われる．計画において，ビジョンに描かれたすべての要

素を実現することは不可能である．部分的にビジョンを

実現し，段階的にビジョン実現へ至る筋道が示された計

画が適切と考えられる．ビジョンのどの部分を抽出し，

実現するかは，物理的な実現可能性検証と，参加者との

合意形成によって決定される．よって，このフェイズで

は，参加・合意形成のプロセスと，科学的な検証プロセ

スを両立させることが必要となり，両者の応答性が重要

となる． 
 ３事例における計画検討の場は，行政が事業として計

画検討した善福寺，帷子川と，地域主体らが自主的に計

画検討をおこなった白根のケースに分かれる．それぞれ

のプロセスの特徴を以下に述べる． 
善福寺では，フォーマルな場とインフォーマルな場の

並走が行われた．限られた時間の中で意思決定が行われ

る公式のワークショップに対して，計画で扱われる専門

テーマに関する科学的なレクチャーと自由な意見交換の

場を並行させることで，参加者が検討内容を理解し，よ

りポイントを絞った議論ができるように橋渡し的専門家

が支援を行った． 
帷子川では，川に関する学習プログラムを組み込んだ

市民ワーキングの参加型検討プロセスと専門家の科学的

検討プロセスを応答的に並走させ，市民の河道内自然再

生のアイディアを安全性も含めて科学的に検証し，市民

普請として実現可能な技術自体を生み出した． 
白根ではビジョン創出後に事業決定のステップをすぐ

に踏むことが困難であったので，自治会を含む地域主体

主導で，地域でのグリーンインフラ実装へ向けた具体計

画が検討された．地域の水循環に関わるグリーンインフ

ラビジョンは，下水，河川，公園，道路など行政の個別

部署を越境した統合的な計画が必要とされるが，現実の

行政システムの中で，最初から統合的な計画を策定する

ことは非常な困難を伴う．よって，小流域のスケール範

囲を限定し，市民のレベルでも実現可能なアクションプ

ランを現実に踏み出せるプランとしてまず計画した．そ

の後，河川事業として川づくりコーディネーター制度導

入が事業決定し，小流域のランドスケープ要素のうち，

まず河道が事業対象になったが，下水や道路などの別部

門での事業は，事業創出に向けた動きを並行して行う状

況となっている．ビジョン創出の後に課題，政策，政治

の流れが揃う「政策の窓」(window of opportunity)12)が開き，

すぐ事業決定が行われる状況自体が稀であると推測され，

白根事例のように，ビジョン創出の後に市民で実施でき

るアクションプランを策定しスモールプロジェクトとし

て動き出し，並行し，事業創出への働きかけも行ってい
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くことは地域環境スチュワードシップとして有効だと考

えられる．これは都市のスチュワードシップに関する既

往研究で示されているスモールスタート 6)，ガバナンス

断片化への是正 19)に関する指摘とも一致する． 
 
(4)  計画検討と合意形成プロセスの応答性 

 計画検討の後に，それまでのプロセスに参加，協働し

ていた地域主体が再組織化され，整備後の空間における

共同的な管理運営の主体として確立していく重要なステ

ップの展開が見られた．整備後の水辺空間においては，

定められた空間範囲の中で，管理者が地域主体に一定の

維持管理運営を委託し，地域主体が主体的な運営管理を

行うことで，ビジョンに描かれた目指すべき空間や環境

像に徐々に近づいていくことが想定できる．スチュワー

ドシップ既往研究で Svendsen13)も「都市のエコロジカル

なスチュワードシップは，対立的な社会運動ではなく，

コミュニティを基盤とした共同の資源管理によって空間

の権利を獲得することに根ざす」と述べている．ビジョ

ン創出や計画検討に参加した多主体の参加者のうち，す

べての主体が運営主体として実際に維持管理に関わる意

思と能力を持つわけでなく，適合者は限定されることか

ら，この段階で主体の再編が行われる．主体再編は地域

主体間に行政を加えた透明性のある話し合いの場を通し

て行われ，善福寺では，基本計画ワークショップ後の維

持管理検討会と準備会で，帷子川では最終年度のワーキ

ング後半とワーキング後の検討会，白根では川づくりコ

ーディネーターワーキングにおいて行われた．主体確立

へ向けた話し合いの場で検討される主要な内容は，運営

管理体制，地域主体の権限，行政と地域主体の役割分担，

空間の利用や管理ルールなどに関してである．地域主体

の管理主体への再編の実態としては，善福寺では善福寺

川で活動を行ってきた地域主体とワークショップ参加者

が集合し新たに立ち上げた「遅野井川かっぱの会」，帷

子川はワーキングに参加した市民が新たに加わった水辺

愛護会，白根ではグリーンインフラ研究会参加者と川づ

くりを行いたい地域主体ら加わった「中堀川未来へ向け

た作戦チーム」へと再編された． 
 公共空間としての都市の水辺において，地域主体らが

集団，共同的に管理運営を行うためには，水系基盤の管

理者から，河道へのアクセス権や管理権などいくつかの

権利を認められる必要がある．土地所有者でない利用者

が，空間や資源の共同管理を行うことは，Ostromらによ
りコモンズ(commons)14)として研究されてきた．Coldingと
Stephanは，「都市グリーンコモンズ」（urban green com-
mons）を「土地所有者が多様な都市環境における緑の

空間で，集団的な組織と管理に依存し，管理する個人や

組織が独自の制度をつくる権利やそのような管理スキー

ムに誰を参加させるかを決定する権利など，豊富な一連

の権利を保有しているもの」15)と定義している．景観学

者の中村も，都市のコモンズである「まちニワ」の管理

のあり方はメンバーシップ制の公共 16)と表現している．

Schlager と Ostromは 17)，都市グリーンコモンズの参加者

が持つ権利の束として，アクセス権（定義された物理的

領域に入り，利益を享受する権利），管理権（利用パタ

ーンを規制し，改良を加えて資源を変化させる権利），

排除権（誰がアクセス権を持つか，その権利をどのよう

に移転するかを決定する権利），取得権（資源単位また

は資源の製品を得る権利）などを示している． 
上述した都市のグリーンコモンズで共同管理を行う地

域主体が持つ権利を，管理者の役割も含め，３事例にお

いて分析し整理した表を表--2 に示す．地域主体の権利

の状況では，河道にアクセスし，石組み水制や粗朶など

の関与を行う工作物により自然再生を行う権利はいずれ

の事例でも認められているもの，参加者を選ぶ権利は白

根では未だ実現しておらず，利用ルールを策定する権利

は善福寺にのみ明示された．資源を取得する権利はどの

事例にも該当しなかった．行政の役割に関しては，いず

れの事例においても，施設の補修，改修，新設，樹木剪

 

表-2 各事例における地域主体の管理主体への再編状況，管理主体として認められた権利，⾏政の役割 
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定や除草などの施設管理者としての定常業務に加えて，

地域主体の活動に必要資材提供，清掃したゴミ処分など

の活動支援が追加されたことが特徴となっている． 
 また，本フェイズを促進させる契機として市民普請の

存在を挙げる．市民普請は市民が行う工事の施工である

が，同時に市民と行政の協働事業でもある．地域主体が

ゲリラ的に施工を行うのでなく，水系基盤において管理

者が承認した上で市民普請が行われるためには，行政は

安全性や技術的な妥当性，効果などについて一定の範囲

で確認することが必要となる．そのような検証行為は，

小さなスケールにおいて，行政と市民が役割分担を行い

ながら，技術と自然現象をどのように扱うかという社会

実験といえる．市民普請という社会実験を通して，行政

は市民に一定の範囲で権限を委託することできるという

信頼感，市民は自身でも水系基盤に関与，影響を与える

ことができるという自信，自覚と，行政とパートナーシ

ップを運営する信頼を得ることができる．その意味で，

市民普請は，行政と市民の協働社会実験を通して運営主

体確立へと至る契機としての象徴的な地域環境スチュワ

ードシップ行動であるといえる． 
 
(5)  分権的関与としての管理運営 

 本段階は，都市の水辺再生に向けてボトムアップに開

始された地域環境スチュワードシップが辿るプロセスの

一旦の到達点である．事業による空間整備あるいは，市

民普請が実施された水辺空間において，前段階で管理運

営主体として確立した地域主体らが，共同で水辺空間の

管理運営を行う段階である．地域主体は，水辺空間の管

理者からある一定の空間範囲内において管理運営を行う

権利の承認を得て，責任を持ち自然物と人工物の管理，

および利用ルールや広報活動などの社会的運用を行う．

水辺空間において，子供の遊びによる水際法面の小規模

崩落や，出水での石組み水制の部分的崩壊，外来種個体

群の増加など自然現象と社会的なインパクトによる社会

−生態系のあり方は予測が難しい動的変動を伴う．これ

らの変動に対して，水際での粗朶柵市民普請や，石組み

の追加補修，外来種の除去などの様々な対応による管理

を地域主体は行う．これらの管理のあり方は状況の変動

や不確実性に対して，順応的，適応的に対応しながら管

理を行う順応型管理（adaptive management）18)の形を取る．

ビジョンに描いた空間像，環境目標を長期的目標に置き

つつ，地域主体が集合的な順応型管理を継続して行うこ

とを通して，整備された空間はあるべき空間へ時間をか

けて近づいていくことが想定される． 
 本段階での地域主体の水辺への関与のあり方を，川し

らべ・川清掃のフェイズの「限定的関与」の段階と対比

し，管理者から一定の管理権を分与，委託された状況の

関与として「分権的関与」と定義する．水系基盤に対す

る管理ルールは，限定的関与の段階では管理者ルールし

か存在していなかったことに対して，分権型関与段階で

は，ローカルルールによる水系基盤の管理が行われるこ

とが特徴である．ローカルルールは地域の環境や社会の

状況に合わせて地域主体と管理者が話し合って策定され

たもので，対象区域限定で効力を持ち，細やかな管理運

営を可能にする．管理者型の水系基盤に対して，関与型

水系基盤は，一定の空間範囲内でローカルルールを運用

し，地域主体の水辺ビジョンを目標とした管理運営が共

同的に行われている水系基盤であると述べることができ

る． 
 
(6)  都市の水辺再生における地域環境スチュワードシ

ップのプロセスの一般化 

 以上に論じた３事例の都市の水辺再生における地域環

境スチュワードシップのプロセスを踏まえて，より一般

化したモデルとして整理したものを図-2に示す． 
管理者型水系基盤の段階では，水辺の管理ルールは管

理者の策定したルールしか存在せず，都市においては水

辺へのアクセスの困難や景観や環境の単調化や悪化など

により，地域の人びとと水辺のつながりがなく，水辺へ

の無関心が恒常化している状態である．水辺の活用が進

んでいる一部の地域も見られるが，都市の多くの水辺で

は，依然，地域の人びとと水辺の関係が失われたままで

あり，この状態を地域環境スチュワードシップが未発達

である初期状態のフェイズとして，「0.無関心」フェイ

ズとする． 
次に上記のような水辺の現状においても地域の水辺に

関心を持つ主体が現れ，川しらべ，川清掃といった限定

的な水系基盤への関与を行う「1.主体醸成／川しらべ・

川清掃」フェイズである．川しらべを通して水辺の現場

を体験，理解し，また，地域主体間で共有し，地域主体

間の信頼を基礎とした社会関係が形成されていく段階で

ある． 
「2.ビジョン創出」では，地域主体間のネットワーク

が強まり，橋渡し的専門家が参画することことを契機と

して，多主体協働で，地域の水辺ビジョンの描画，創出

が行われる．その結果，水辺ビジョンの地域での共有，

普及や，主体間連携による事業化に向けた取り組みが行

われる． 
「3.計画検討」では，ビジョンを具体的に計画として

定着させるための検討が行われる．この段階に至るタイ

ミングで行政による事業化決定が行われた場合は，行政

が主催する公式のワーキング，ワークショップとして検

討の場が設けられるが，事業化が未決定の場合は，非公

式に地域主体サイドでの計画検討が行われ，スモールス

タートでも実施可能なアクションプランとして結実する．
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いずれの場合でも，参加，合意形成のプロセスと計画検

討プロセスの応答が行われることが重要であり，地域環

境の計画目標と空間の利用と整備のあり方が定義される．  
「4.運営主体確立」では，それまでの過程で参加・協

働を行っていた地域主体の再編が行われ，実際に地域の

水辺空間を管理運営する主体となるメンバーシップが確

立される．運営管理組織の規約や，水辺空間でのローカ

ルルール形成，共同管理の主体としての地域主体が保持

する権利の束に関する行政との協定書などが成果として

出される．市民普請は，行政と地域主体が役割を分担し

該当空間を管理するための社会実験として，および互い

の信頼を得るための象徴的行為として地域主体による分

権管理が実施される前段階で行われる． 
「5.分権的関与，管理運営」は，ローカルルールに基

づき，地域主体が共同的に区域内で水辺空間を管理運営

する段階である．フェイズ１の管理者型水系基盤におけ

る限定的関与に対比して，行政管理者から一定の管理権

限を委託された「分権的関与」を地域主体が行う，関与

型水系基盤が実現した段階と考えることができる．水辺

空間では，ローカルルールが運用され，変化や不確実性

に対応する順応型管理が行われる．水辺ビジョンの実現

に向けた持続的な管理運営を通して，地域の社会と生態

系に貢献する地域環境スチュワードシップアクションが

蓄積される． 
これらの５段階のプロセスを通して，地域の人びとが

水辺に無関心な状態から，水辺へ限定的に関与するスモ

ールスタートで地域環境スチュワードシップが発現し，

ビジョン創出，計画検討を経て，地域の水辺空間の運営

主体として確立していくことを通して，管理者型水系基

盤は，関与型水系基盤として地域主体により共同管理さ

れ，持続可能な地域の社会生態系システムに貢献する水

系基盤として変容する可能性を持つと考えられる． 
 
3. 地域環境スチュワードシップが組み込まれた

関与型水系基盤の構造 

 

(1)  関与型水系基盤の水系システムと空間構造 

関与型水系基盤は，一定の空間範囲内でローカルルー

ルを運用し，地域主体らの水辺ビジョンを目標とした管

理運営が地域主体によって共同的に行われている水系基

盤である．一方で，管理者型水系基盤では，地域性に対

応したローカルルールが成立しておらず，流下能力管理

など水系全体に適用される管理ルールに沿った運用が行

われ，地域固有のインタレストや課題に個別的に対応す

ることが困難であるケースが多い．また，管理者型水系

基盤では，河川，下水，水路，道路など管理区分により

管理者が分割されていることによって，それぞれの管理

者が管轄するスケールと，流域全体の水系スケールが一

致しないことが多く見られる．この傾向は管理区分が細

分化される都市域で顕著であり，都市の地域環境スチュ

ワードシップの既往研究でも「生態系のスケールは環境

管理が行われる行政的スケールと一致することはほとん  

 

図-2 都市の⽔辺再⽣における地域環境スチュワードシップのプロセス 
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杉並区都市整備部

東京都東部公園緑地事務所
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杉並区都市整備部

善福寺公園

帷子川
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上池 水路

帷子川
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下池

下水道
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合流点
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下水道

図-3 管理者型⽔系基盤と分権的関与が組み込まれた関与型⽔系基盤における，⽔系システム・空間構造の⽐較 

＜管理者型⽔系基盤＞ ＜関与型⽔系基盤＞ 
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どない」19)と指摘されている．生態系や水循環スケール

と管理スケールのギャップを埋めるという視点から，地

域環境スチュワードシップの発展形態としての分権的関

与がどのように作用しているかを以下に論じる． 
 管理者型水系基盤から関与型水系基盤への変容は一気

に起こるのではなく，前章で論じたように地域主体の長

期に渡る地域環境スチュワードシップのプロセスを経

て，段階的に進行し，地域主体による共同管理としての

分権的関与のステータスに達するものであった．また，

関与型水系基盤は管理者型水系基盤に組み込まれた分権

的関与の対象としての工作物および一定空間の管理運営

によって，あくまでも部分的な空間として出現するもの

であり，管理者型水系基盤の全体が変化するものではな

い．以上を踏まえた上で，管理者型水系基盤と対比し，

関与型水系基盤において分権的関与はどのように組み込

まれ，どのような影響を水辺再生に与えているのかを空

間構造として分析し，図-3に示す． 
 流域の水循環の視点で見ると，管理者型水系基盤で

は，善福寺公園の水路は上池のオーバーフローが下池に

流下する流路，帷子川の河道は流下能力に対応する直線

河道，白根地域中堀川流域の道路側溝および下水道は表

流水を中堀川下流へ排水する経路であり，総じて流量を

下流に排水する経路に最大目的化した水系基盤であると

いえる．また中堀川流域では，下水道排水に加え小流域

の浸透量が減少することによって，谷戸から河川へ流出

する湧水が減少し，結果として小滝の流量減少，ホタル

生息地の劣化という生態系へのダメージが生じていた．

さらにバイパス合流点では，ピーク流量への到達時間短

縮により洪水被害も発生していた． 
 一方，関与型水系基盤で導入される分権的関与として

の工作物の要素と再生される水辺環境を以下に記す．善

福寺公園内遅野井川では水際の粗朶柵や植栽，転石など

の関与工作物の維持管理による生息環境の保全を通し

て，在来種の水生生物や植生が保全され，変化のある低

水路や草地傾斜護岸が維持される水辺空間が成立してい

た．帷子川では，石組み水制の維持管理を通して，河道

における，瀬の形成，澪筋など流れの明瞭化，河床の土

砂堆積，水際植生の定着などが起こり，それらの現象を

通して，アユを象徴種とする群集の生物多様性の保全が

行われていた．中堀川では，雨水浸透地，林床管理，ホ

タル生息地管理などの関与工作物の維持管理から成るア

クションプランが実現した場合，表流水が谷戸小流域に

流入し，谷戸での浸透貯留量が増加することを通して谷

戸の湧水量が増加し，結果として，小滝の流量増加とホ

タルの生息環境の再生が想定される．また，小流域での

浸透貯留が進むことのアウトカムの一つとして，バイパ

ス合流点下流でのピーク流量が低下し，洪水が抑制され

ることも想定される． 

 以上，管理者型水系基盤に対して，地域環境スチュワ

ードシップの発展段階である分権的関与が工作物として

組み込まれた関与型水系基盤において，地域の水辺環境

の再生がどのように出現するかを，水系システムと空間

構造の変化を通してタイポロジーとして可視化した． 
 
(2) 関与型水系基盤によるスケールを越えた地域環境

スチュワードシップの拡張 

 地域主体らが分権的関与としての共同管理を行う関与

型水系基盤の範囲は，管理者型水系基盤の一部の範囲内

に限定されていた．一方で，関与型水系基盤の形成によ

って，分権的関与の導入箇所以外の管理者型水系基盤に

も，スケールを越えて地域環境スチュワードシップとし

ての地域主体の関与が拡張されていく現象が見られた．

流域のスケールは階層性を持つことが知られているが
20)，本研究では，流域のスケールをミクロスケール，メ

ソスケール，マクロスケールの 3段階に便宜的に分け，

各事例の水系基盤における関与の拡張状況を 3段階の流

域スケールに区分して整理し，図-4に模式図として示

す．以下に，3事例ごとに 3段階の流域スケールを分析

単位として，地域環境スチュワードシップとしての関与

の拡張について論じる． 
 善福寺公園においては，遅野井川親水施設の上流にあ

る上池で水質改善や生物多様性向上を目的としたかいぼ

り実施に向けた議論が管理運営主体らで議論され，ま

た，下流の下池までの暗渠区間水路開渠化への機運が地

域主体の間で高まった．さらに善福蛙を中心にした地域

主体らは善福寺川への合流式下水道越流水抑制，善福寺

池の湧水再生や環境用水導水を目的としたグリーンイン

フラビジョンを策定し，地域における善福寺川合流式下

水道流域内の家庭や道路側溝で雨水浸透貯留を行うため

の具体策を計画した．また，善福寺川の河床において河

道内自然再生の取り組みも開始された．流域のスケール

から見ると，ミクロスケールでは，公園内水系において

上下流方向への分権的関与の拡張が地域主体らによって

検討されるようになった．メソスケールでは，下水道流

域での雨水浸透貯留による公園内水系の水循環改善，さ

らに河川本流への平常時流量増加と合流式下水道越流水

改善，河道での自然再生と，水循環のつながりが地域を

中心とする範囲内で連続的に捉えられるようになった．

これらのスケールでの動きは，マクロスケールでの善福

寺川再生へ向けた具体的な地域からのボトムアップ的な

取り組みとして，地域主体らに認識されるようになって

きている． 
 帷子川では，石組み水制が行われた下流に市が設置し

た魚道に対して，地域主体が改善を要望し，現場にて両

者で改修内容を議論し，市による改修が実施された．ま
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た，石組み水制箇所から 2km程下流の県管理箇所にお

いてアユ遡上時の浚渫を別時期に変えるよう地域主体か

ら要望が出され，県による改善が行われた．流域スケー

ルから見ると，ミクロスケールでは，石組み水制の市民

普請箇所から下流の市施工魚道の改修箇所に至るまで，

ハード整備に対して地域主体の関与が拡張された．メソ

スケールでは，県市の河川管理者区分を越え，河川管理

に対して影響を与えるようになった．これらの動きを通

 
 
図-4 ３事例の⽔系基盤におけるスケール区分を越えた地域環境スチュワードシップとしての関与の拡張 
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流量増加
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雨水貯留浸透
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下水道流出抑制
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魚道設置
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ホタル再生

浚渫時期調整石組み水制 魚道改善
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マクロスケール

地下水涵養

メソスケール

ミクロスケール

マクロスケール

メソスケール

ミクロスケール

マクロスケール

メソスケール

アユ遡上

（河川本流）

影響

アユ遡上

流域スケール区分関与の拡張が想定
される水系部分
非関与の
水系部分

拡張した関与箇所

検討中の関与箇所当初の関与箇所凡例

＜善福寺＞

＜白根＞
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河床改修
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して，アユ遡上というマクロスケールの現象に対して，

地域環境スチュワードシップを発揮するように至ってい

る． 
 白根では，中堀川河道でのホタルの生息環境再生の取

り組みが始まった後，地域主体が要望を行い，清掃のた

めに河床へアクセスするタラップが市によって設置され

た．また，下流での河床改修，魚道の設置も川づくりコ

ーディネーター制度で検討されている．河道でのホタル

再生への活動が始まったことにより，グリーンインフラ

アクションプランで示された谷戸での雨水浸透貯留，林

床管理を通した湧水の保全への理解が深まり，地域主体

のアクション実施への意欲が高まっている．流域スケー

ルでは，ミクロスケールは，ホタルの生息環境再生から

清掃用タラップ設置まで，河道でのハード整備に関して

分権的関与が拡張した区間として捉えられる．メソスケ

ールは，谷戸および周辺下水道流域での雨水浸透貯留に

より地下水が涵養され湧水が増加する領域と，湧水が流

入する河道での一連の自然再生の取り組みがなされる区

間を指す．これらの区間には，下水道流域の雨水浸透貯

留によって降雨時の雨水流入が抑制される地点も含まれ

る．メソスケールでは，下水道水系，谷戸の小流域，支

流水系をつなげた水循環の改善の上で，自然再生の取り

組みが行われることが想定されていた．以上の取り組み

は，帷子川支流としての中堀川で拡張された地域環境ス

チュワードシップであり，帷子川本流においては直接的

な関与は見られないが，合流点での魚道設置は，マクロ

スケールである本流との接点を出現させる試みと考える

ことができる． 
 以上，関与型水系基盤による管理者型水系基盤への地

域環境スチュワードシップの拡張は，３事例とも，まず

ミクロスケールにおいてハード整備を伴う分権的関与の

拡張として現れた．メソスケールでは，善福寺，白根に

おいては，下水道水系と分権的関与が行われる水系を連

続させた水循環の改善が試みられ，水循環再生と併せた

自然再生の取り組みへと発展していた．さらにマクロス

ケールでは，メソスケールまでの取り組みの拡張を通し

て，マクロスケールでのより大きな目標への貢献が期待

される善福寺，帷子川のケースと，接点空間の設置によ

って，メソスケールとマクロスケールが接続されること

が試みられている白根の事例が存在していた． 
 

4. おわりに 

 

本研究の知⾒として，都市の⽔辺再⽣の３事例の共通
のプロセスを⼀般化し，地域環境スチュワードシップの
展開プロセスとして５段階のフェイズがあることを明ら
かにした．地域の環境に関⼼を持つ地域主体が出現し，

⽣き物調査や清掃などの限定的関与からスモールスター
トで開始し，主体が醸成される第⼀段階，橋渡し役の参
画により多主体協働で地域の水辺ビジョン創出と事業創

出が行われる第二段階，応答的な計画検討が行われる第

三段階，地域主体が再編され，共同管理を行う際の権利

の獲得とローカルルールの策定を経て運営主体として確

立される第四段階，地域主体が一定の空間内で地域環境

を共同管理する分権的関与の状態である第五段階である． 
 都市の⽔系基盤において，地域環境スチュワードシッ
プによる分権的関与がどのように空間と⽔システムに組
み込まれているのかをタイポロジーとして可視化した．
また，関与型⽔系基盤の導⼊を通して，スケールを超え
た地域環境スチュワードシップの拡張が⽔系基盤に発⽣
していたことを⽰した．研究の展開として，以上の議論
を踏まえ，今後は計画マネジメント論として計画者の視
点から発展させていきたい． 
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